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～最近の温泉行政について～

1
資料3-1

環境省自然環境局

自然環境整備担当参事官室

温泉法の概要
（昭和23年法律第125号、最終改正：平成19年11月30日法律第121号）

目 的：温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、
及び温泉の利用の適正を図り、もって公共の福祉の増進に寄与すること。

温泉の掘削等の許可制
温泉の掘削・増掘、動力の装置は、都道府県知
事の許可が必要

温泉の保護等
温泉源保護の措置

温泉の採取に伴
う災害の防止

温泉の採取の許可制

温泉の公共的利用の許可制

事の許可が必要

都道府県知事による温泉採取制限命令、他目的
掘削の影響防止措置命令

温泉の採取は、都道府県知事の許可が必要（可
燃性天然ガスの濃度が災害防止措置を必要とし
ないものとして都道府県知事の確認を受けた場
合を除く）

温泉を公共の浴用・飲用に供しようとする場
合は 都道府県知事又は保健所設置市 区

温泉の利用

温泉の公共的利用の許可制

温泉の成分、禁忌症等の掲示

国民保養温泉地の指定

合は、都道府県知事又は保健所設置市(区)
長の許可が必要

利用の許可を得た施設では、温泉の成分・
禁忌症等の掲示が必要

環境大臣は、温泉の公共的利用増進のた
めの地域を指定

（＊その他、都道府県知事等による許可の際の条件付与、報告徴収及び立入検査並びに罰則等の規定あり）
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１ 近年の状況

Ⅰ．温泉の保護

１．近年の状況

ア 源泉総数と総ゆう出量が増加するなか、自噴泉の
総ゆう出量が減少傾向にあり、動力によるゆう出量と
の比較でも、その差は拡がりつつある

イ 大深度掘削泉が増加している

ウ 掘削許可申請に対する科学的審査の在り方が問わ
れている

エ 温泉資源の枯渇のおそれが増大しているとの指摘
もある
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２．環境省における取組

（１）温泉資源の保護に関するガイドラインの策定

①策定経緯

平成19年２月 中央環境審議会答申
「国は温泉資源保護のためのガイドラインを作成すべき」

平成20年12月～21年３月
中央環境審議会温泉小委員会における審議及びパブリ ク メントの実施

7

中央環境審議会温泉小委員会における審議及びパブリックコメントの実施

平成21年３月31日
「温泉資源の保護に関するガイドライン」策定、通知

温泉の掘削等の不許可事由の判断基準について、

一定の考え方を示すこと

②ガイドラインのねらい

・掘削等の原則禁止区域の設定、既存源泉から
の距離規制

・個別的許可判断のための影響調査等

③内 容

個別的許可判断のための影響調査等
・温泉の採取による影響のモニタリング
・公益侵害の防止
・その他
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9

国内の地熱発電所

（２）地熱開発のための土地の掘削等の許可の判断基準の考え方の検討

出典：『地熱発電の現状と動向2007 年
P.6』（社）火力原子力発電技術協会）

出典：資源エネルギー庁ホームページ
地熱発電所既設一覧 （※自家用発電）

地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ（概要）
～環境大臣 小沢鋭仁 試案～

10

【中長期ロードマップで伝えたいこと】
① 地球と日本の環境を守るためには、温暖化対策は喫緊の課題。① 暖
2020 年に25%削減、2050年に80%削減を実現するための対策・施
策の道筋を提示。

② エコ投資を進め、低炭素生活スタイル（エコスタイル）を実践するこ
とにより、我慢ではなく快適で豊かな暮らしを実現することが可能。
中長期目標の達成のためには、「チャレンジ２５」を通じた、国民一

組が人ひとりの取組が重要。

③ 温暖化対策は負担のみに着目するのではなく、新たな成長の柱と
考えることが重要。低炭素社会構築のための投資は市場・雇用の
創出につながるほか、地域の活性化、エネルギー安全保障の確
保といったさまざまな便益をもたらす。
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【エネルギー供
給】
（エネルギ 転

＜再生可能エネルギー＞
太陽光発電（住宅以外） 2005年：30万kW 

2020年 最大2 560万kW 約85倍（エネルギー転
換部門） 風力発電

地熱発電

中小水力発電（3万kW以下）

＜CO2回収貯留（CCS）＞
CCS

→ 2020年：最大2,560万kW 約85倍
2005年：109万kW 

→ 2020年：最大1,131万kW 約10倍
2005年：53万kW 

→ 2020年：最大171万kW（温泉発電含む）
約3倍
2005年：40万kW

→ 2020年：最大600万kW 約15倍

2020年：回収量 最大440万t-CO2

エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給

＜原子力発電＞
原子力発電 現状：54基、2008年度の稼働率60％

→2020年：最大62基（8基新増設）、稼働率最大88％

12

Ⅰ．各分野における規制改革事項・対処方針
１．グリーンイノベーション分野
規制改革事項 ⑤再生可能エネルギ の導入促進に向けた規制の見直し（自然公園 温泉地域等

①規制・制度改革に係る対処方針(平成22年６月18日閣議決定)

規制改革事項 ⑤再生可能エネルギーの導入促進に向けた規制の見直し（自然公園・温泉地域等
における風力・地熱発電の設置許可の早期化・柔軟化 等）

対処方針 ○地熱発電
・ 温泉法における掘削許可の判断基準の考え方を策定し、ガイドラインとして
運用するよう通知する。＜平成22年度中検討開始、結論を得次第措置＞

②新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策(平成22年９月10日閣議決定)

Ⅲ．緊急的な対応の具体策
５．日本を元気にする規制改革１００

事項名 規制改革の概要 実施時期
再生可能 ネルギ の導入促進に向 地熱発電を推進するため 温泉法における掘削許可 平成22年度中検再生可能エネルギーの導入促進に向
けた規制の見直し（自然公園・温泉
地域等における風力・地熱発電の設
置許可の早期化・柔軟化 等）

地熱発電を推進するため、温泉法における掘削許可
の判断基準の考え方を策定し、ガイドラインとして
運用するよう平成23年度中を目途に通知する。

平成22年度中検
討開始・平成23
年度中を目途に
結論・措置

地熱発電の開発のための掘削の許可の判断基準の考え方の策定に向け
た検討に着手
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（３）大深度掘削泉・未利用源泉等への対応

温泉資源の保護に関するガイドライン(平成21年3月)
第六 その他
～当面の課題と課題解決に向けて必要なデータ・法的な議論等～
（課題１）大深度掘削泉
・大深度の地下にある温泉（地下水）の賦存量に係る地質・水理データ大深度の地下にある温泉（地下水）の賦存量に係る地質 水理デ タ
・大深度からの温泉（地下水）の汲み上げに伴う地盤環境への影響実態

・
・

（課題２）未利用源泉
・未利用源泉における動力による汲み上げ量と放流の実態
・未利用源泉から汲み上げられている温泉による周辺環境への影響実態

・
・
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大深度掘削泉における温泉の賦存量や汲み上げに伴う地盤環境への影響
等、利用せずに放流を行っている温泉の状況や周辺環境への影響等につ
いての調査検討を実施

１．近年の状況

Ⅱ．温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然
ガスによる災害の防止

ア 平成17年12月、温泉の掘削現場において
可燃性天然ガスによる爆発事故が発生

イ 平成19年６月、温泉くみ上げ施設において
可燃性天然ガスによる爆発事故が発生

14
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２．環境省における取組

（１）温泉法の一部改正

法律改正の必要性

温泉から発生する可燃性天然ガスによる災害の危険性
（平成19年６月に渋谷区の温泉施設で起きた爆発事故等）

法目的に「可燃性天然ガスによる災害の防止」を加えるとともに、温泉の掘削及び採
取に際し 具体的な災害防止対策の実施を義務付ける

＜現行の温泉法の法目的＞
温泉の保護及びその利用の適正（可燃性天然ガスによる災害防止は対象外）

＜今回の法改正＞

15

取に際し、具体的な災害防止対策の実施を義務付ける。

改正の概要

１．目的の改正
従来の目的である「温泉の保護」「利用の適正」に加え、「温泉の採取等に伴い発生
する可燃性天然ガスによる災害の防止」を目的に追加。

２．温泉の採取に伴う災害の防止
(1) 温泉の採取の許可制の新設（第14条の２）

(2) 災害防止措置が必要ない旨の確認（第14条の５）
(3) 基準不適合の場合の許可取消し、措置命令（第14条の９）
(4) 採取廃止後の措置命令（第14条の８）、緊急措置命令（第14条の10）

４．施行期日、経過措置

３．土地の掘削に伴う災害の防止（第４条～第９条の２）

都道府県知事による許可の基準として「可燃性天然ガスによる災害の防止に関する
技術基準への適合」を追加。

掘削時においても、２．(3)、(4)と同様の規制を設けることとする。

施行期日、経過措置

○ 公布日から１年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
→ 平成20年10月１日（２．(2)は平成20年８月１日）

○ 施行の際現に温泉の採取を行っている者については、 ２．の許可制度の適用は、法
の施行後６月を経過した後とする。

→ 平成21年４月１日

16
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改正規則の概要

１．掘削に係る災害の防止に関する技術基準

○ 掘削口から敷地境界線までの距離を８メートル（ガスの噴出の
おそれがない場合は３メートル）以上とすること

○ 上記の範囲内における火気の使用禁止・立入りの制限

○ ガスの噴出のおそれがある場合の噴出防止装置の設置

○ 携帯型ガス測定器及び消火器の備付け○ 携帯型 測定器及 消火器 備付け

○ 掘削口周辺のメタン濃度の測定等、日々の点検の実施

○ 掘削時災害防止規程の作成・備付け 等

17

(1) 温泉井戸等が屋外にある場合の基準

＜ソフト系の対策＞

○ 火気使用作業の禁止及び火気使用禁止の掲示

○ ガス発生設備等の異常の有無の点検

２．採取に係る災害の防止に関する技術基準

○ ガス発生設備等の異常の有無の点検

○ 採取時災害防止規程の作成・備付け 等

＜ハード系の対策＞

○ ガス分離設備の設置

○ ガス発生設備（温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口）の

屋内設置の禁止（多雪・寒冷地及び既存施設の温泉井戸等を除く）

※ガス排出口が屋内にある場合は、平成21年3月末までに屋外に設置排出 場合 、平成 年 末 外 設置

○ ガス排出口の位置規制

○ 配管の閉塞防止措置

○ 制御盤等へのガス侵入防止措置

○ 火気使用設備等の設置位置規制

○ 関係者以外の者の立入制限措置

18
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(2) 温泉井戸等が屋内にある場合の基準（(1)の基準に加えて実施）

＜ソフト系の対策＞
○ 火気使用作業の禁止、防爆性能を有しない電気設備等の新設禁止、
火気使用禁止の掲示及び関係者以外立入禁止の措置

○ 携帯型ガ 測定器及び消火器 備付け○ 携帯型ガス測定器及び消火器の備付け

○ メタン濃度の測定等、日々の点検の実施

○ 災害防止規程の作成

＜ハード系の対策＞

○ 温泉井戸等のガス漏出防止構造

○ ガス換気設備の設置・常時運転

○ ガス警報設備の設置

○ 温泉井戸の停止構造

○ 温泉井戸からのガス排出口の設置
※ これらの設備の設置状況については、都道府県の職員による
実地の確認を受けること

19

改正温泉法施行の際現に温泉を
採取している者の申請期限等

可燃性天然ガスの
濃度の確認

平成21年３月31日までに
都道府県知事の確認を受ける必要濃度の確認 都道府県知事の確認を受ける必要

温泉の採取許可 平成21年３月31日までに
技術基準のうちソフト系の対策
を実施した上で許可申請が必要

平成22年３月31日までに
技術基準のうちハード系の対策

の実施が必要
20
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（２）改正法に基づく取組

「採取に係る災害の防止に関する技術基準」への不適合

人の安全に係わる可燃性天然ガスによる災害が引き起こされるおそれ

改正法を適正に施行することが重要

21

都道府県等と連携して温泉の採取の許可を受けなければならない者に対する
指導等を実施

１．近年の状況

Ⅲ．温泉の適正利用

１．近年の状況

ア 利用者のニーズの変化がうかがえる

（温泉地の宿泊利用者は減少傾向にあるが、

日帰り利用者は増加している）

イ 温泉に関する情報提供について国民の関
心が高まった

ウ 近隣諸国でも温泉ブームが生じている

22
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温泉利用宿泊施設の収容定員と宿泊利用者数の推移

140 

160 

160 

180 

200 

利用人員 百万人収容定員 万人

40

60 

80 

100 

120 

60 

80 

100 

120 

140 

収容人数

延宿泊利用人数

24

0 

20 

40 

0 

20 

40 



13

（１）温泉法の一部改正

法律改正の必要性

２．環境省における取組

法律改正の必要性

・温泉成分の分析結果が古いまま更新されず掲示
・多様な情報の提供を求める利用者のニーズ

温泉成分の定期的な
分析・公表等

・温泉利用拡大による資源枯渇のおそれ
科学的根拠に基づくきめ
細かな温泉資源保護対策

改正の概要

１．温泉成分の定期的な分析及び公表の義務付け等

定期的な成分分析の義務付け 掲示項目の追加

２．温泉の掘削、利用等の許可に係る制度の見直し

許可の際の条件の付与 許可の承継

25

既存温泉の最初の成分分析の期限
前回の温泉成分分析を受けた日から１０年以内

掲示されている「温泉の成分の分析 成分分析の期限
年月日」

・平成１２年１月１日以前

・分析年月日が不明

平成２１年

１２月３１日

・平成１２年１月２日以降 分析年月日の

10年後の前日

26

現在は、すべての掲示に
ついて、この期限内に成
分分析を行う必要。
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（２）温泉の禁忌症、浴用又は飲用上の注意決定基準等の検討

温泉法
（温泉の成分等の掲示）
第十八条 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、環境省令で定め
るところにより 次に掲げる事項を掲示しなければならない

温泉法第１３条の運用について（昭和５７年環境庁自然保護局長通知）
・温泉の禁忌症及び入浴又は飲用上の注意決定基準

るところにより、次に掲げる事項を掲示しなければならない。
一 温泉の成分
二 禁忌症
三 入浴又は飲用上の注意
四 前三号に掲げるもののほか、入浴又は飲用上必要な情報として環境省令で定めるもの
（①加水②加温③循環装置の使用④入浴剤添加⑤消毒処理などを行っている場合はその旨とその理由）

27

温泉の禁忌症及び入浴又は飲用 の注意決定基準
温泉の一般的禁忌症、泉質別禁忌症、浴用上の注意事項及び飲用上の注意事項を明示

・温泉の適応症決定基準
療養泉の一般的適応症、泉質別適応症を明示

温泉と医療に関する過去の論文等の文献調査によって得られた知見、全国
の温泉療法医の意見を基に、見直しの検討を実施

（３）鉱泉分析法指針の検討

温泉の成分分析
①実施主体：
温泉法に基づき都道府県知事の登録を受けた者（平成22年３月31日現在温泉法 都道府県知事 登録を受け 者（平成 年 月 現在
１６８機関）
②方法
環境省が制定した鉱泉分析法指針（直近の改訂は平成14年３月）

現在、鉱泉分析法指針について、以下の事項の検討を実施
・ 原子吸光法によるリチウムイオン・ストロンチウムイオンの定量の方法

28

原子吸光法によるリチウムイオン ストロンチウムイオンの定量の方法
・ イオンクロマトグラフ法によるチオ硫酸イオンの定量の方法
・ 誘導結合プラズマ発光分光分析法及び誘導結合プラズマ質量分析法に
よる一斉分析の方法
・ 液体シンチレーションカウンターによるラドンの定量の方法
等
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（４）温泉の公共的利用の増進に向けた取組

国民保養温泉地選定標準（昭和27年策定）
[1] 温泉の効能、ゆう出量及び温度に関する条件
ア 泉効が顕著であること。

イ ゆう出量が豊富であること。
ウ 利用上適当な温度を有することウ 利用上適当な温度を有すること。

[2] 温泉地の環境に関する条件

ア 環境衛生的条件が良好であること。
イ 附近一帯の景観が佳良であること。
ウ 温泉気候学的に休養地として適していること。

エ 適切な医療施設及び休養施設を有するか又は将来施設し得ること。
オ 医学的立場から適正な温泉利用、健康管理について指導を行う顧問医が設置されていること。
カ 交通が比較的便利であるか又は便利になる可能性のあること。

キ 災害に対し安全であること。

29

・温泉に対する国民のニーズが多様化
・観光立国の推進（観光立国推進基本法制定(H18)、新成長戦略閣議決定(H22.6)）

国民保養温泉地の選定標準の在り方、国民保養温泉地の活性化に向けた取組
の在り方等の検討を実施

温泉エネルギー普及加速化事業
温泉発電、温泉熱・温泉付随ガス利用事業の自立的普及に向けて、初期需要を創出することによりコストの
低減を図るため、温泉エネルギーを有効活用する民間団体等に対する補助事業

平成２３年度予算 ４．５億円

自然環境に配慮した
再生可能エネルギー導入

再生可能エネルギー
の地産地消

① 温泉発電設備の設置
② ヒートポンプによる温泉熱の熱利用事業
③ 温泉付随ガスの熱利用事業

補助対象事業

東日本大震災
再生可能エネルギ 導入 の地産地消

既存温泉エネルギー
の有効活用

30

③ 温泉付随ガスの熱利用事業
④ 温泉付随ガスのコージェネレーション事業

①③④ 補助対象となる事業費の１／２を限度
② 補助対象となる事業費の１／３を限度

補助率
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温泉付随ガスの利用

③温泉付随ガスの熱利用

温泉熱の利用

①温泉発電設備の設置

高温温泉

（７０～１２０℃）

温度差エネルギー

④温泉付随ガスのコジェネレーション

浴用利用

（５０ 以下）

で発電

ホテル・旅館等

での利用

②ヒートポンプによる温泉熱の熱利用

我が国の高温温泉は

14000 カ所。

しても 1500 カ所以上。

発電実用規模に限定

℃

31

②ヒートポンプによる温泉熱の熱利用

給湯・空調に利用
排湯熱源対応

水冷式ヒートポンプ



資料 3-2 

中央環境審議会自然環境部会温泉小委員会委員名簿 

 

 石川
いしかわ

 理夫
み ち お

 温泉評論家 

石村
いしむら

 隆生
た か お

 （社）日本温泉協会常務副会長  

板寺
いたでら

 一洋
かずひろ

 神奈川県温泉地学研究所主任研究員 

岡島
おかじま

 成行
しげゆき

 大妻女子大学家政学部教授 

甘露寺
か ん ろ じ

泰
やす

雄
お

 （財）中央温泉研究所常務理事 

桑野
く わ の

 和泉
い ず み

 （株）由布院玉の湯代表取締役社長 

交告
こうけつ

 尚史
ひ さ し

 国立大学法人 東京大学大学院公共政策学連携研究部教授 

佐藤
さ と う

 信
のぶ

幸
ゆき

 全国旅館生活衛生同業組合連合会会長 

佐藤
さ と う

友
ゆ

美子
み こ

 (財)サントリー文化財団上席研究フェロー 

敷田
し き だ

 麻
あさ

実
み

 国立大学法人 北海道大学観光学高等研究センター教授 

小委員長 下村
しもむら

 彰男
あ き お

 国立大学法人 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 

滝
たき

戸
ど

 守
まもる

 静岡県健康福祉部生活衛生局衛生課長 

田中
た な か

 正
ただし

 筑波大学名誉教授 

藤野
ふ じ の

 茂
しげる

 日旅サービス（株）代表取締役社長 

前田
ま え だ

 眞
まさ

治
はる

 国際医療福祉大学大学院リハビリテーション学分野教授 

 

 

（五十音順、敬称略） 



国民保養温泉地について

国民保養温泉地とは、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用の効果
が十分期待され、かつ、健全な保養地として活用される温泉地を温泉法
に基づき、環境大臣が指定するもの。

国民保養温泉地の選定は、概ね以下の基準によって、昭和29年から指
定が始まり、現在、全国で91箇所が指定。

＜国民保養温泉地選定標準＞
①温泉の効能、ゆう出量及び温度に関する条件

ア泉効が顕著であること。
イゆう出量が豊富であること。
ウ利用上適当な温度を有すること。

②温泉地の環境に関する条件
ア環境衛生的条件が良好であること。
イ附近一帯の景観が佳良であること。
ウ温泉気候学的に休養地として適していること。
エ適切な医療施設及び休養施設を有するか又は将来施設し得るこ

と。
オ医学的立場から適正な温泉利用、健康管理について指導を行う顧

問医が設置されていること。
カ交通が比較的便利であるか又は便利になる可能性のあること。
キ災害に対し安全であること。

［参考１］

温泉法（抜粋）

第29条 環境大臣は、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用施設（温泉を公共

の浴用又は飲用に供する施設、温泉を工業用に利用する施設その他温泉を

利用する施設をいう。以下同じ。）の整備及び環境の改善に必要な地域を

指定することができる。

第30条 環境大臣又は都道府県知事は、前条の規定により指定する地域内におい

て、温泉の公共的利用増進のため特に必要があると認めるときは、環境省

令で定めるところにより、温泉利用施設の管理者に対して、温泉利用施設

又はその管理方法の改善に関し必要な指示をすることができる。

［参考２］

国民保養温泉地における施設整備については、市町村に対する補助事業により

行われていたが、補助金は三位一体改革に伴い平成16年度をもって廃止。平成20

年度から、国立公園内の集団施設地区又は第一種特別地域に位置する温泉地にお

いて、直轄で施設整備を実施。

資料3-3



（平成２２年３月末現在）

管

轄 市 温 源 宿 収 年度延宿泊 温泉利 国民保養

保 町 泉 泉 自 動 自 動 25度 25度 42度 水蒸気 自 動 泊 容 用の 温 泉 地

健 村 地 総 以上 施 定 利用人員 公衆浴 年度延宿泊

所 数 数 数 42度 設 員 場数 利用人員

数 Ａ＋Ｂ 噴 力 噴 力 未満 未満 以上 ガス 噴 力 数

北海道 28 162 260 2,279 423 928 495 433 194 530 1,170 19 101,386 166,054 761 125,633 12,587,727 476 846,703

青森県 7 39 150 1,123 100 542 185 296 45 245 789 3 13,909 141,892 353 24,290 1,823,469 297 81,152

岩手県 11 27 89 402 76 156 62 108 31 108 227 33 57,650 49,945 241 26,674 2,125,652 75 45,489

宮城県 10 31 47 763 223 228 165 147 30 125 287 157 17,465 27,543 256 36,110 2,794,426 142 159,900

秋田県 9 24 122 607 206 194 131 76 61 134 288 74 40,023 48,485 288 27,179 1,937,257 197 623,335

山形県 4 35 92 418 138 173 44 63 73 133 212 0 22,231 30,535 382 34,738 2,864,247 151 759,390

福島県 8 54 140 788 144 316 119 209 86 164 270 30 31,649 60,263 624 64,903 4,767,225 215 744,683

茨城県 12 31 37 149 20 76 15 38 78 59 12 0 5,307 15,614 89 7,090 720,867 99 0

栃木県 6 26 69 623 169 274 108 72 40 136 264 4 19,104 42,607 491 55,793 5,305,556 293 573,663

群馬県 11 27 105 465 172 208 61 24 114 142 209 0 34,152 30,718 640 60,498 5,562,937 286 479,191

埼玉県 15 43 21 105 11 76 1 17 23 67 15 0 1,739 19,478 30 4,137 435,700 72 0

千葉県 16 40 94 166 29 128 6 3 128 33 5 0 2,106 14,010 163 43,356 2,661,568 158 0

東京都 31 44 26 160 6 126 3 25 65 58 32 5 376 25,979 38 2,733 258,989 129 0

神奈川県 36 27 35 619 80 378 53 108 95 114 289 34 6,787 31,085 688 54,734 5,915,738 193 0

新潟県 13 31 154 518 153 230 70 65 154 177 186 0 23,041 50,772 629 63,171 4,967,465 174 469,044

富山県 9 15 71 176 54 77 17 28 38 67 71 0 19,803 13,133 137 16,220 1,318,199 60 0

石川県 5 18 60 331 19 185 13 114 35 86 83 0 1,211 30,338 212 32,406 3,929,869 113 49,892

福井県 6 16 42 158 5 101 6 46 38 50 39 0 726 8,259 154 14,305 1,235,664 44 0

山梨県 4 27 28 434 116 182 89 47 121 219 94 0 19,235 31,754 270 25,079 4,167,655 149 235,245

長野県 11 73 229 1,008 296 445 123 144 202 275 425 3 45,326 72,058 1,345 110,275 7,573,590 761 1,208,535

岐阜県 8 32 69 512 52 245 103 112 157 175 174 6 13,587 63,043 335 30,708 2,580,307 69 405,416

静岡県 9 32 114 2,232 104 1,063 53 1,012 77 297 785 2 13,837 110,952 1,965 149,554 10,755,100 455 30,000

愛知県 15 37 36 131 12 88 11 20 40 69 22 0 61 18,433 103 15,330 1,490,374 82 0

三重県 9 24 71 203 17 149 7 30 86 69 48 0 2,360 45,627 319 30,142 4,070,295 121 13,851

滋賀県 7 14 22 83 6 44 9 24 38 43 2 0 1,581 8,185 43 8,838 1,017,743 20 0

京都府 7 16 40 131 12 78 14 27 53 61 17 0 693 17,016 180 8,629 1,210,623 59 78,093

大阪府 18 35 34 175 5 117 7 46 38 101 36 0 552 34,120 41 9,850 1,592,814 87 0

兵庫県 17 37 74 429 36 226 56 111 156 195 78 0 5,262 42,357 353 33,636 3,096,100 199 23,793

奈良県 6 26 34 77 13 60 0 4 22 44 11 0 955 9,213 73 7,408 430,603 66 23,531

和歌山県 8 28 49 501 50 195 100 156 69 302 130 0 16,510 41,238 212 32,079 3,697,828 149 186,083

鳥取県 3 15 18 320 29 168 17 106 12 56 128 0 539 20,110 133 14,428 1,218,207 53 93,966

島根県 7 19 43 271 65 77 88 41 115 102 54 0 16,172 13,598 118 11,064 945,059 90 31,349

岡山県 11 23 41 220 38 77 51 54 131 83 6 0 5,231 17,474 117 10,736 795,454 108 134,991

広島県 7 22 59 338 18 177 8 135 295 31 2 0 3,096 28,312 75 7,518 804,315 106 32,054

山口県 8 17 60 401 31 191 36 143 281 95 25 0 4,401 22,685 189 16,352 1,753,009 137 135,786

徳島県 6 19 33 85 21 38 15 11 63 22 0 0 1,349 5,704 36 3,199 388,787 52 0

香川県 5 16 36 193 1 99 2 91 181 11 1 0 289 12,069 61 9,446 814,186 75 43,375

愛媛県 7 19 35 203 29 99 40 35 119 67 17 0 5,605 14,144 103 12,068 1,488,375 124 45,900

高知県 6 25 33 95 6 47 16 26 78 16 1 0 172 3,562 44 5,236 459,423 44 0

福岡県 16 44 51 424 7 253 4 160 72 220 108 0 1,110 49,653 104 11,880 1,081,137 136 47,619

佐賀県 5 18 23 182 5 112 6 59 50 76 56 0 730 23,165 112 9,431 826,787 128 64,724

長崎県 10 19 34 199 69 93 17 20 23 62 113 0 6,599 20,252 103 14,073 1,394,554 131 588,488

熊本県 11 41 82 1,369 134 617 167 451 34 449 752 34 25,033 107,720 445 35,500 3,100,346 313 340,431

大分県 10 16 67 4,790 1,074 3,236 259 221 86 517 3,685 495 137,296 160,931 738 45,177 5,978,351 357 1,282,855

宮崎県 9 24 36 207 24 122 17 44 38 68 83 0 3,447 21,224 75 7,891 823,425 109 0

鹿児島県 8 29 100 2,753 410 1,231 356 756 56 575 1,841 281 62,531 136,573 420 34,837 2,549,887 550 601,027

沖縄県 4 8 5 9 3 5 0 1 1 3 4 0 1,260 893 6 2,830 612,627 9 0

２１年度計 489 1,445 3,170 27,825 4,711 13,930 3,225 5,959 4,022 6,731 13,146 1,180 793,482 1,958,776 14,294 1,407,164 127,929,516 7,913 10,479,554

２０年度計 502 1,470 3,133 28,033 4,874 13,997 3,149 6,013 4,062 6,741 13,226 1,155 800,338 1,971,684 14,787 1,415,597 132,677,295 7,913 10,498,930

比較増減 -13 -25 37 -208 -163 -67 76 -54 -40 -10 -80 25 -6,855 -12,908 -493 -8,433 -4,747,779 0 -19,376

対前年度比 97.4 98.3 101.2 99.3 96.7 99.5 102.4 99.1 99.0 99.9 99.4 102.2 99.1 99.3 96.7 99.4 96.4 100.0 99.8

（注）  １．温泉地数は宿泊施設のある場所を計上

        ２．宿泊利用人員は参考数値

源    泉    数

利用源泉数

Ａ

未利用源泉数

Ｂ

資料３-4平成２１年度温泉利用状況

ゆ う 出 量

 Ｌ／分

温    度    別




